
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

柴田町監査委員告示第３号 

 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定により実施した随

時監査の結果に関する報告を次のとおり決定したので、同条第９項の規定により次の

とおり公表する。 

 

 

　　令和８年４月２３日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柴田町監査委員　関　場 　孝　夫 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柴田町監査委員　桜　場　 政　行 

 

 

１　監査の種類 

　　随時監査（地方自治法第１９９条第５項の規定による監査） 

２　監査を実施した監査委員 

　　柴田町監査委員　関場 孝夫 

　　柴田町監査委員　桜場 政行 

３　監査の概要 

⑴ 　監査の対象 

令和７年度工事請負・委託等契約（下期） 

　　（令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに締結した契約から抽出） 

⑵ 　実施年月日及び対象課等 
 実施年月日 監査対象課等 工事請負・委託等契約名

 令和８年 
４月１３日

商工観光課
令和７年度しばた暮らし応援食料品券配付等業務委託
（封入業務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか６件

 
まちづくり政策課

令和７年度「花のまち柴田」シティプロモーションに係る
新聞広告掲載　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　ほか６件

 
議会事務局

令和７年度柴田町議会会議録作成及び会議録検索シス
テム配信業務委託（債務負担行為）　　　　　   ほか１件

 
上下水道課

令和７年度山田沢・船迫外配水施設機器点検委託（債務
負担行為）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　ほか１８件

 ４月１４日
福祉課

柴田町地域福祉センター指定管理委託料（債務負担行
為）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ほか３件

 
農政課

太陽の村本館空調機設置工事 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほか３件

 
健康推進課

令和７年度後期高齢者医療保険料電算処理業務委託
（債務負担行為）　

 
都市建設課

令和７年度町道樹木剪定委託（その２） 
ほか３０件



　　 

 

⑶ 　監査の場所 

　　　　柴田町監査委員室 

 

⑷ 　監査の方法及び着眼点 

　　　契約について、財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかど

うか、事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、あ

らかじめ提出を求めた資料及び関係資料に基づき、事務の執行状況等を担当職員

から説明を受けるなどの方法により実施した。 

 

４　監査の結果 

　　適正かつ効率的に執行されていると認められた。

 ４月１５日
総務課

第５１回衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置管理業
務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　ほか１件

 
教育総務課

令和 7 年度船迫小学校照明器具更新工事 
                                   　   ほか４件

 
町民環境課

令和７年度住民情報システム改修業務委託（氏名の振り
仮名）　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　ほか１０件

 
財政課

令和７年度中名生集会所改修工事（長寿命化改修・トイ
レ改修）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか７件

 ４月１６日
スポーツ文化振興課

令和７年度社会体育施設用備品購入 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか１２件

 
税務課

令和７年度給与支払報告書データ化業務委託（単価契
約）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほか５件

 
子ども家庭課

令和７年度西船迫保育所空調機更新工事　　 
ほか３件


